
 
「川崎市内の公園緑地における KAWASAKI PARK CARAVAN」に係る公募型プロポーザルの実施結果について 

 
「川崎市内の公園緑地における KAWASAKI PARK CARAVAN」について、令和８年３月４日（水）に実施した評価委員会において、受託者を特定した

ため、次のとおり実施結果を報告します。 
 

１ 件名 
川崎市内の公園緑地における KAWASAKI PARK CARAVAN 
 

２ 履行期限 
   協定締結日から令和１１年３月３１日（土）まで 
 
３ 事業概要 

対象の４つの公園において、日常的なキッチンカーや物販の出店を募集し、日程の調整や行政手続等の出店管理を実施するとともに、他の出店可能性のあ
る公園（５公園程度を想定）において、出店の影響や地域の声の確認を確認するため、実験的に期間を区切って出店募集や調整を実施するマネジメント事業
者１社を募集するもの。 
４ 選定経過 
   次の日程により、受託者を特定した。 

内容 期間等 
参加意向申出書提出期間 令和８年１月３０日（金）〜令和８年２月１２日（木） 

※午前８時 30 分〜午後５時（閉庁日及び正午から午後１時を除く。） 
参加資格審査結果通知 令和８年２月２０日（金） 
質問受付期間 令和８年１月３０日（金）〜令和８年２月１２日（木） 

午後５時まで 
質問回答 令和８年２月２０日（金） 
企画提案書等提出期限 令和８年２月２７日（金） 

※午前８時 30 分〜午後５時（閉庁日及び正午から午後１時を除く。） 
審査 令和８年３月４日（水） 



 
 
５ 提案業者について 
   公募型プロポーザル方式により提案業者を募った結果、２者から提案があった。 
   
６ 結果 
   令和８年３月４日に実施したヒアリング審査において、あらかじめ定められた評価方法※により提案内容の審査及び評価を行った結果、最も高い合計

点を獲得した、「株式会社 シンクロ・フード」を受託者として特定した。 
※川崎市内の公園緑地における KAWASAKI PARK CARAVAN プロポーザル実施要領において規定。 

 
 採点結果 

提案者ア（株式会社 シンクロ・フード） ３８４点 
提案者イ ３６２点 

 


